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	経費区分
	補助対象経費
	補助上限額・補助率

	建設費
設備費
	⑴　被災時の所在地で事業を継続する場合
補助事業の遂行に必要な施設等の改装に要する経費。
補助事業の遂行に必要な機械装置等の導入に要する経費。

上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費。

⑵　被災時の所在地から移転して事業を継続する場合
補助事業の遂行に必要な施設等の建築又は購入に要する経費。
補助事業の遂行に必要な機械装置等の導入に要する経費。

上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費。
	【補助上限額】
500万円以内※1　※2

【補助率】
８分の１以内



※1　補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額に千円未満の端数がある場合は切り捨てる。
※2　「佐賀県小規模事業者事業継続力強化支援事業費補助金（災害型）」の交付を受けている者については、当該補助金額と合算し、上記補助上限額を上限とする。

